
生産緑地番号 所在 地番 地目 地積（㎡）
2054番3 畑 271
2055番3 畑 52
2059番1 畑 298
2048番1 畑 1,321
2051番1 畑 1,006
2053番1 畑 1,256
2054番1 畑 1,186
2055番1 畑 16
2057番1 畑 902
2058番1 畑 460
2059番6 畑 52

6,820
2003番1 山林 105
2003番2 畑 280
2006番1 畑 809
2007番1 畑 723
2008番1 畑 546
2010番 畑 247
2011番1 畑 231
2012番1 畑 82
2013番2 畑 231

3,254
10,074

6,000,000,000円
対象面積合計
買取希望価格

1

第18号
和光市

白子一丁目

第21号

対象面積小計

和光市
白子一丁目

対象面積小計

生産緑地番号 所在 地番 地目 地積（㎡）
2086番1 山林 971
2097番1 畑 526
2097番2 畑 9.41

1,506.41
256,100,000円

和光市
下新倉四丁目

対象面積合計
買取希望価格

第152号2

 
 
 
 

 

【 生産緑地の斡旋 】下記の生産緑地において、買取りの

申し出がなされました。この土地の取得を希望する方、詳細を

知りたい方は、２月２０日（木）までに農業委員会事務局へご

相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年  

２ 月  
第 ４ ３ ９ 号 

発行：和光市農業委員会・産業支援課 
電話：０４８-４２４-９１１５ 

だより 



☆☆ 農業用廃プラスチックを収集します ☆☆ 

・収集日時 令和７年２月２８日（金）（荒天時は延期予定） 
      午前１０時から午前１１時の間にお持ちください 

・収 集 物 ポリエチレン類、硬質プラスチック類（塩化ビニール 

（農ビのマークが付いているもの）の回収は行いません） 

・収集場所 アグリパーク農業体験センター駐車場 
・料  金 搬入重量１ｋｇあたり１０円 

・申込方法 下記の申込書に記入しＦＡＸ、または切り取って直売センターまで持参

してお申し込みください。 

・申 込 先 和光農産物直売センター（FAX：462-4147） 

・申込期限  ２月２１日（金）まで  
 

 搬入時の注意  

① 泥、ゴミを落とす 

② １梱包を１０ｋｇ程度でまとめる 

③ 肥料袋はたたまずに重ねて同素材の紐で縛る  

④ マルチ・不織布はつづら折り（８０ｃｍ程度）に収集物と同じ素材の紐で縛る 

 収集できる物  

  ① ポリエチレン類… マルチ、トンネル、不織布、寒冷紗、肥料袋、灌水チューブ、 

           育苗ポット、ポリシート（ブルーシート）※ 異物を外した物 

 ② 硬 質 プ ラ… 育苗箱、連結ポット、コンテナ類 

※収集はパッカー車１台で行うため、収集量に限りがあります。 

大量にお持ちいただくと、一部収集できない場合がありますのでご注意ください。 

 収集できない物  
 塩化ビニール、著しく汚れている物、ハトメ付など異物が付いた物、その他収集対

象以外の材質でできた物。農用ネット類（防虫・防鳥・防雹）、農薬が残った容器 

 ポリと塩化ビニールの見分け方  ポリ類・・・引っ張ると良く伸びて、白く濁る。 

                 塩ビ類・・・引っ張っても伸びづらく、ちぎれる。 
（切り取り線） 

 

 

 
 

 

 

 

令和７年 2 月２８日実施 農業用廃プラスチック収集処理申込書 

令和７年  月  日 和光農産物直売センター 行 

・住所 和光市               ・氏名              

・当日連絡がつく電話番号           ・ゴミの排出見込量 約    kg  

次のとおり、農業用廃プラスチックの収集を申し込みます。 



【◎ 農業災害にあったら、すみやかに報告をお願いします 】 

～ 情報収集にご協力を ～  

降雪や強風等により、農作物や農業用施設に被害が

生じた場合はすみやかに産業支援課まで発生状況の報

告をお願いします。 

施設の報告は、被害のあったハウス等の構造（パイ

プ、鉄骨）、棟数、施設面積、被災状況のわかる日付

入りの写真を保管しておいてください。 

また、修繕を行った場合は要した費用の金額がわか

る書類を保管しておいてください。 

報告された情報は災害復旧対策に役立てられるほか、国や県などの補助金の交付決

定の参考となります。                     

 
【◎ 和光市都市農業支援事業補助金制度について 】 

 市では都市農業の推進を図るため、農業経営

の改善に向けて取り組む農業者及び農業団体の

事業に対し、予算の範囲内において補助金を交

付しております。 

市内に住所を有し、市内の農地で農業を営む

者で農家台帳に登載されていて、住民税が完納

されていれば対象となります。（団体での交付

申請の場合には、住民税完納の要件はありませ

ん。） 

現在のところ、少し今年度予算残額がありますので、令和６年度中に補助金制度の

利用をお考えの方は早めに担当までご相談ください。 

 
【◎ 観光農園について 】 

 観光農園として、皆様のご協力により実施され

ている「じゃがいも」や「とうもろこし」の収穫

体験は、市民の方々が和光産野菜の魅力と収穫の

楽しさを体験できる機会となっております。 

 今後も和光産野菜の魅力と農業の大切さや収穫

の楽しさを伝えるために取り組んでいきますので、

ご協力をよろしくお願いします。 

 また新たに観光農園をご検討されている方がいらっしゃいましたら、和光市産業支

援課までお気軽にご相談ください。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://wako-sci.or.jp/nabe 


